
※米・麦・大豆を希望の方は

先進農家研修：５名程度

JA管内（朝倉市、筑前町、東峰村）の農家

原則 1 年間（最長２年間）

9

令和 8年 8月 1日（土）から令和 8年 11月 30日（月）

①農業経営を開始しようとする強い意志がある者
②研修後は、JA筑前あさくら管内（朝倉市、筑前町、東峰村）で農業を行い、居住できる者
③農業経営開始に家族の同意がある者
④農業経営開始にあたり3００万円程度準備できる者
⑤あさくら管内の農業関係機関に新規就農について 1回以上相談した者
⑥農業経験の有無、性別は問わない


